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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

全
権
委
員
会
議
（
千
九
百
九
十
四
年
京
都
及
び
千
九
百
九
十
八
年
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
）
に
お
い
て
改
正
さ
れ
た
国

際
電
気
通
信
連
合
憲
章
（
千
九
百
九
十
二
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
）
を
改
正
す
る
文
書
（
全
権
委
員
会
議
（
二
千
二
年

マ
ラ
ケ
シ
ュ
）
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
改
正
）
及
び
全
権
委
員
会
議
（
千
九
百
九
十
四
年
京
都
及
び
千
九
百
九

十
八
年
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
）
に
お
い
て
改
正
さ
れ
た
国
際
電
気
通
信
連
合
条
約
（
千
九
百
九
十
二
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

）
を
改
正
す
る
文
書
（
全
権
委
員
会
議
（
二
千
二
年
マ
ラ
ケ
シ
ュ
）
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
改
正
）
の
締
結

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
七
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

国
際
電
気
通
信
連
合
（
Ｉ
Ｔ
Ｕ

（
以
下
「
連
合
」
と
い
う

）
は
、
す
べ
て
の
種
類
の
電
気
通
信
の
改
善
及
び
合
理
的
利

）

。

用
に
関
す
る
国
際
協
力
を
目
的
と
し
て
、
一
九
三
二
年
（
昭
和
七
年
）
の
マ
ド
リ
ッ
ド
国
際
電
気
通
信
条
約
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
国
際
機
関
で
あ
り
、
国
際
連
合
の
専
門
機
関
の
一
つ
で
あ
る
。

近
年
、
電
気
通
信
の
自
由
化
及
び
電
気
通
信
事
業
の
民
営
化
の
進
展
に
伴
い
、
電
気
通
信
の
分
野
に
お
け
る
民
間
事
業
者
の

果
た
す
役
割
が
増
大
し
つ
つ
あ
り
、
他
方
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
始
め
と
し
た
通
信
関
連
技
術
も
急
激
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
電
気
通
信
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
合
わ
せ
、
連
合
の
業
務
も
、
よ
り
迅
速
な
対
応
が
可
能
と
な
る
よ
う
効
率
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化
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
引
き
続
き
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
改
正
文
書
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
二
○
○
二
年
（
平
成
十
四
年
）
十
月
に
モ
ロ
ッ
コ
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ

で
開
催
さ
れ
た
連
合
の
全
権
委
員
会
議
に
お
い
て
、
連
合
の
活
動
の
効
率
性
を
高
め
、
機
動
的
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
改
正
文
書
は
、
国
際
電
気
通
信
連
合
憲
章
を
改
正
す
る
文
書
及
び
国
際
電
気
通
信
連
合
条
約
を
改
正
す
る
文
書
か

ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
憲
章
を
改
正
す
る
文
書

１

全
権
委
員
会
議
に
お
い
て
連
合
の
戦
略
計
画
を
定
め
る
こ
と
を
明
記
す
る
。

２

無
線
通
信
規
則
委
員
会
の
委
員
は
、
無
線
通
信
局
長
と
同
一
の
構
成
国
の
国
民
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
規
定
に
改

め
る
。

３

各
部
門
の
総
会
及
び
会
議
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
の
活
動
を
管
理
す
る
た
め
の
作
業
の
方
法
及
び
手
続
を
採
択

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
規
定
を
追
加
す
る
。

４

全
権
委
員
会
議
に
お
い
て

「
連
合
の
会
議
、
総
会
及
び
会
合
の
一
般
規
則
」
を
採
択
し
、
事
務
総
局
長
、
無
線
通
信

、
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規
則
委
員
会
委
員
等
の
選
挙
等
に
適
用
す
る
よ
う
改
め
る
。

二
、
条
約
を
改
正
す
る
文
書

１

部
門
構
成
員
は
、
理
事
会
等
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
規
定
を
追
加
す
る
。

２

理
事
会
は
、
戦
略
計
画
を
検
討
し
及
び
最
新
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
規
定
を
追
加
す
る
。

３

無
線
通
信
総
会
及
び
電
気
通
信
開
発
会
議
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
権
限
内
の
特
定
の
問
題
を
各
諮
問
委
員
会
に
付
託
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
改
め
る
。

４

無
線
通
信
規
則
委
員
会
の
委
員
は
、
連
合
の
選
出
さ
れ
た
役
員
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
同
等
の
職
務
上
の
特
権
及
び
免

除
を
享
受
す
る
と
の
規
定
を
追
加
す
る
。

５

無
線
通
信
、
電
気
通
信
標
準
化
及
び
電
気
通
信
開
発
の
各
部
門
の
諮
問
委
員
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
計
画
の

、

。

実
施
状
況
に
つ
い
て
検
討
し

必
要
な
是
正
措
置
を
と
る
よ
う
各
部
門
の
局
長
に
助
言
を
与
え
る
と
の
規
定
を
追
加
す
る

６

条
約
第
二
章
の
章
名
を
「
会
議
及
び
総
会
に
関
す
る
特
別
の
規
定
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
第
二
章
の
規
定
の
う
ち
、

会
議
へ
の
参
加
の
承
認
及
び
委
任
状
に
関
す
る
規
定
以
外
の
も
の
を
条
約
か
ら
削
除
し

全
権
委
員
会
議
が
採
択
す
る

連

、

「

合
の
会
議
、
総
会
及
び
会
合
の
一
般
規
則
」
に
定
め
る
よ
う
改
め
る
。
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な
お
、
こ
れ
ら
の
改
正
文
書
は
、
二
○
○
四
年
（
平
成
十
六
年
）
一
月
一
日
に
発
効
し
て
い
る
。


